
教育委員会会議録 

 

１．日 時  平成 27年 12月 22日(火) 開会 午後 1時 30分 

 

２．場 所  教育委員会室 

 

３．議 事   

       議案第 63号 後援名義の使用について(3件) 

       議案第 64号 後援名義の使用について(1件) 

       議案第 65号 後援名義の使用について(1件) 

    非  議案第 66号 坂出市教育委員会の所管に係る行政手続きにおける特定 

の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行 

規則(案)        

               

       報告第 28号 寄附採納について 

非  報告第 29号 指定学校の変更について 

  

 

 

４．出席者  教育長       國重 英二 

       委 員       斉藤 惠子 

       委 員       髙尾 正彦 

       委 員       中橋 孝彦 

       委 員       小川 幸彦 

 

５．関係者  教育部長      藤村 正人 

       学校教育課長    大平 美徳 

       学校教育課主幹   香西 秀紀 

       生涯学習課長    森 毅彦 

       生涯学習課長補佐  松岡 英治 

       生涯学習課副主幹  三谷 一正 

       文化振興課長    谷本 秀子 

       文化振興課副主幹  宮川 滋義 

       図書館長      小川 俊緒 

       図書館長補佐    松尾 和代 

       書 記 教育総務課長補佐 香川 浩基 

 

６．署名委員について    國重英二教育長，小川幸彦委員 

 

７．前回会議録の承認について 



  11月 17日定例教育委員会の会議録承認 高尾委員より報告 

 

  会議録は詳細かつ正確であった旨の報告あり。 

 

８．非公開案件について 

議案第 66号「坂出市教育委員会の所管に係る行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例施行規則(案)」は，教育委員会の内部協議，議会等への

未公開情報等に関するもの，報告第 29号「指定学校の変更について」は個人情報に関する

ものであり，非公開とすることについて挙手による採決を行った。 

<結果> 

多数決により非公開とすることに決定。 

 

９．議案・報告についての審議 

 

 

文化振興課所管 

議案第 63 号 後援名義の使用について 

説明者:文化振興課長 

承認実績のある案件 3件の説明を行う。 

◆質疑・意見 

◇委員 

 「第 4回香川県高等学校応援フェスティバル」について，参加校が 8校とのことだが，8

校しか応援団はないのだろうか。高校はたくさんあると思うが。 

<回答> 

文化振興課長 

 甲子園の応援でにわかに応援団を作る学校もあり，応援部としてある学校は少ないと聞

いている。坂出市内では，坂出商業だけ応援部がある。 

◇教育長 

 応援部は減っているのか。 

◇委員 

 この 8 校は，きちんとしたスタイルで応援している学校で，日ごろから練習されている

学校である。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 

 

 

報告第 28 号 寄附採納について 

説明者:図書館長 

株式会社たまやからの寄附について説明を行う。 

◆質疑・意見 



◇委員 

 感謝状は毎年，渡されているか。 

<回答> 

図書館長 

 毎年お渡ししている。 

 

生涯学習課所管 

議案第 64 号 後援名義の使用について 

説明者:生涯学習課長 

承認実績のある案件 1件の説明を行う。 

◆質疑・意見 

特に発言する者なし。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 

 

 

学校教育課所管 

議案第 65 号 後援名義の使用について 

説明者:学校教育課長 

承認実績のある案件 1件の説明を行う。 

◆質疑・意見 

◇委員 

 「第 4回 TOSS1000会場数え方セミナー香川会場」において，教員は何人参加しているの

だろうか。 

<回答> 

学校教育課長 

 年によって異なるが，坂出の先生はあまり参加していないようだ。県下全域で 281 名で

ある。 

◇委員 

 11会場で 281名ならば，1会場では少ないと思う。 

<回答> 

学校教育課長 

 そうだと思う。 

◇委員 

 会場はどこでされているか。 

<回答> 

学校教育課長 

 会場の記載はないが，学校ではない。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 



 

 

１０．閉会  午後 2時 11分 

 

１１．次回定例委員会日程 

 1月 29日(金)午後 1時 30分より 

 

以上，会議のてん末に相違ないことを証します。 

 

平成 28年 1月 29日 

 

教育長   國重 英二     

 

署名委員  小川 幸彦   


